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令和５年４月２５日制定 

 

京都市総合設計制度取扱要領実施細目 

 

第１ 趣旨 
  この実施細目は、京都市総合設計制度取扱要領（以下「要領」という。）に定めがあるもののほ

か、要領の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 用語の定義 
 この実施細目において使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、要領において使用する用

語の例による。 

⑴ 滞留 休憩、飲食、会話、観覧その他一定時間留まることが想定される行為をいう。 

⑵ 歩行空間 主に歩行の用に供する空地の部分をいう。 

⑶ 滞留空間 主に滞留の用に供する空地の部分をいう。 

⑷ 一次エネルギー消費性能 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第

53 号）第 2条第 1項第 2号に規定するものをいう。 

⑸ 基準階 建築物で最も多く繰り返される代表的な平面を持つ階をいう。 

⑹ 地域産木材 京都市地球温暖化対策条例施行規則（平成 17年 3月 29 日規則第 95 号）（以下「温

暖化対策条例施行規則」という。）第 28条第 1項に規定するものをいう。 

⑺ 待機スペース 一時滞在施設内の、帰宅困難者が休憩又は仮眠をとるための場所をいう。 

⑻ 貯水施設 消防法（昭和23年法律第186号）第20条第1項の規定による勧告に係る基準に適合する

ものをいう。 

 

第２ 共同住宅の環境性能に係る要件 
要領第４ ３⑹アに規定する環境性能は、｢集合住宅ＺＥＨロードマップ検討委員会とりまとめ｣

（平成30年5月経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課）（以下「集合住宅ＺＥＨロードマ

ップ」という。）におけるＺＥＨ－Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの性能とする。 

 

第３ 公開空地等の効果を高める取組みの評価 
要領第５ ３⑵に規定する公開空地等の効果を高める取組みに係る評価は、次に掲げるものとす

る。 

１ 歩道状公開空地 
  歩道状公開空地の評価は、表３－１－１の評価項目の欄に掲げる内容のうち、当該空地において

該当するものに応じ、それぞれ点数の欄に掲げる数値を合計した値を評価点数とし、表３－１－２

の評価点数の区分に応じた評価とする。 

  表３－１－１ 

評価分類 評価項目 点数 

歩行機能 

⑴ 前面道路の歩道と合わせて一体的に整備するもの １ 

⑵ 
一街区程度に渡り連続して設けるもの又は２以上の道路に連続し

て設けるもの 
１ 

⑶ 
歩道が無い前面道路に面して整備するものその他道路の通行環境

の改善に資するもの 
１ 

⑷ 

植栽帯やベンチ、柵などを設けない専ら歩行の用に供する部分の

幅員を 1.5 メートル以上確保するものその他良好な歩行空間を創

出するもの 

１ 

⑸ 
その他歩行しやすい空地として整備するもので、⑴から⑷までに

準じるもの 
１ 

滞留機能 

⑹ ベンチその他一時的に滞留可能な什器を適切な位置に設けるもの １ 

⑺ 
その他歩行空間を補助する滞留空間を整備するもので、前号に準

じるもの 
１ 
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空地の演出 

⑻ 

当該空地に面して、店舗又は展示スペースが設けられ、かつ、当

該空地から直接出入りが可能なものその他歩行空間を豊かに演出

する施設を設けるもの 

１ 

⑼ 

当該空地に面する建築物の部分にガラスその他透過性及び視認性

の高い材料を用いる等により、当該空地から建築物の内部が視認

できる意匠とするもの 

１ 

⑽ 樹高が概ね 4ｍ以上の高木を適切な間隔で配置するもの １ 

⑾ 
前面道路の歩道及び当該空地の舗装を工夫し、一体的な意匠を形

成しているもの 
１ 

⑿ 
その他歩行空間の良好な意匠を形成するもので、⑻から⑾までに

準じるもの 
１ 

安全性及び

利便性 

⒀ 
夜間の歩行者の安全及び利便に配慮し、周辺環境と調和する適切

な街灯その他の照明設備を設けるもの 
１ 

⒁ 

当該空地が面する前面道路に柵その他歩道と車道とを区画する工

作物が無い場合で、植栽や車除けを配置するなど歩行者の安全に

配慮し整備するもの 

１ 

⒂ 
前面道路の電柱その他の工作物を当該空地に移設するなど、道路

の通行環境を改善するもの 
１ 

⒃ 
その他歩行者の安全及び利便に配慮し整備するもので、⒀から⒂

までに準じるもの 
１ 

機能保全性 

⒄ 

自転車の駐輪場を当該空地以外でわかりやすい位置に整備する

等、歩行空間としての利用に支障を及ぼす利用方法を防ぐ設えを

有するもの 

１ 

⒅ 
その他歩行空間としての機能を保全するもので、前号に準じるも

の 
１ 

その他 ⒆ 
その他良好な歩行空間を創出するもの又は付帯機能を有するもの

で、前各号に準じるもの 
１ 

  表３－１－２ 

 
評価点数 

２以下 ３～４ ５～７ ８～９ １０以上 

評価 Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

２ 通路状公開空地 
通路状公開空地の評価は、表３－２－１の評価項目の欄に掲げる内容のうち、当該空地において

該当するものに応じ、それぞれ点数の欄に掲げる数値を合計した値を評価点数とし、表３－２－２

の評価点数の区分に応じた評価とする。 

  表３－２－１ 

評価分類 評価項目 点数 

歩行機能 

⑴ 
当該空地の入り口や行き先を示す標識を見やすい位置に設けるも

の 
１ 

⑵ 

植栽帯やベンチ、柵などを設けない専ら歩行の用に供する部分の

幅員を 1.5 メートル以上確保するものその他良好な歩行空間を創

出するもの 

１ 

⑶ 
その他歩行しやすい空地として整備するもので、⑴又は⑵に準じ

るもの 
１ 

滞留機能 

⑷ ベンチその他一時的に滞留可能な什器を適切な位置に設けるもの １ 

⑸ 
その他歩行空間を補助する滞留空間を整備するもので、前号に準

じるもの 
１ 
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空地の演出 

⑹ 

当該空地に面して店舗又は展示スペースが設けられ、かつ、当該

空地から直接出入りが可能なものその他歩行空間を豊かに演出す

る施設を設けるもの 

１ 

⑺ 

当該空地に面する建築物の部分にガラスその他透過性及び視認性

の高い材料を用いる等により、当該空地から建築物の内部が視認

できる意匠とするもの 

１ 

⑻ 樹高が概ね 4ｍ以上の高木を適切な間隔で配置するもの １ 

⑼ 
その他歩行空間の良好な意匠を形成するもので、⑹から⑻までに

準じるもの 
１ 

安全性及び

利便性 

⑽ 
夜間の歩行者の安全及び利便に配慮し、周辺環境と調和する適切

な街灯その他の照明設備を設けるもの 
１ 

⑾ 
道路から別の道路又は公園、広場、河川、通路その他の空地に接

続され通り抜けが可能なもの 
１ 

⑿ 
その他歩行者の安全及び利便に配慮し整備するもので、⑽又は⑾

に準じるもの 
１ 

機能保全性 

⒀ 
自転車の駐輪場をわかりやすい位置に整備する等、歩行空間とし

ての利用に支障を及ぼす利用方法を防ぐ設えを有するもの 
１ 

⒁ 
その他歩行空間としての機能を保全するもので、前号に準じるも

の 
１ 

その他 ⒂ 
その他良好な歩行空間を創出するもの又は付帯機能を有するもの

で、前各号に準じるもの 
１ 

表３－２－２ 

 
評価点数 

２以下 ３～４ ５～６ ７～８ ９以上 

評価 Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

３ 広場状公開空地 
広場状公開空地の評価は、表３－３－１の評価項目の欄に掲げる内容のうち、当該空地において

該当するものに応じ、それぞれ点数の欄に掲げる数値を合計した値を評価点数とし、表３－３－２

の評価点数の区分に応じた評価とする。 

  表３－３－１ 

評価分類 評価項目 点数 

利用計画 

⑴ 
飲食、休憩、子供のあそび場、イベントなど、利用方法を想定

し、継続的に利用されるための運営計画を作成するもの 
１ 

⑵ 
時代の潮流に合う新しいライフスタイルを提案する利用計画で

あるもの 

１ 

 

滞留機能 

⑶ 
ベンチ、机その他一定時間滞留可能な什器を適切な位置に設け

るもの 
１ 

⑷ 植栽等による日影の創出など快適な滞留空間を創出するもの １ 

⑸ 植栽等により歩行空間と滞留空間を適切に分節するもの １ 

⑹ その他滞留空間を整備するもので、⑶から⑸までに準じるもの １ 

空地の演出 

⑺ 

当該空地に面して、店舗又は展示スペースが設けられ、かつ、

当該空地から直接出入りが可能なものその他滞留空間を豊かに

演出する施設を設けるもの 

１ 

⑻ 

当該空地に面する建築物の部分にガラスその他透過性及び視認

性の高い材料を用いる等により、当該空地から建築物の内部が

視認できる意匠とするもの 

１ 

⑼ 樹高が概ね 4ｍ以上の高木を複数種採用し適切に配置するもの １ 
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⑽ 
芝生地その他上部を歩行可能な地被植物により当該空地の地表

を形成するもの 
１ 

⑾ 
その他滞留空間の良好な意匠を形成するもので、⑺から⑽まで

に準じるもの 
１ 

安全性及び

利便性 

⑿ 
夜間の利用者の安全に配慮し、周辺環境と調和する適切な街灯

その他の照明設備を設けるもの 
１ 

⒀ 
２以上の道路に面するものその他道路からの見通しが十分に確

保されるもの 
１ 

⒁ 駅舎のコンコース、地下鉄の出入口等と有効に接続するもの １ 

⒂ 
雨天時のイベント利用などを考慮し、アトリウム等屋内空間型

空地を併設するもの 
１ 

⒃ 
その他利用者の安全及び利便に配慮し整備するもので、⑿から

⒂までに準じるもの 
１ 

機能保全性 

⒄ 
自転車の駐輪場をわかりやすい位置に整備する等、滞留空間と

しての利用に支障を及ぼす利用方法を防ぐ設えを有するもの。 
１ 

⒅ 
その他滞留空間としての機能を保全するもので、前号に準じる

もの 
１ 

その他 ⒆ 
その他良好な滞留空間を創出するもの又は付帯機能を有するも

ので、前各号に準じるもの 
１ 

表３－３－２ 

 
評価点数 

２以下 ３～４ ５～６ ７～８ ９以上 

評価 Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

４ 緑地状公開空地 
一般緑地状公開空地及び緩衝緑地状公開空地の評価は、表３－４－１の評価項目の欄に掲げる内

容のうち、当該空地において該当するものに応じ、それぞれ点数の欄に掲げる数値を合計した値を

評価点数とし、表３－４－２の評価点数の区分に応じた評価とする。 

  表３－４－１ 

評価分類 評価項目 点数 

整備計画 
⑴ 

自然環境の保全又は創出、ヒートアイランド対策、緑化修景、隣

地への配慮その他当該空地の目的に沿って計画するもの 
１ 

⑵ 市街地における新しい緑地の在り方を提案する計画であるもの １ 

歩行性能 
⑶ 園路、遊歩道その他歩行空間を整備するもの １ 

⑷ その他歩行空間を整備するもので、前号に準じるもの １ 

滞留機能 

⑸ 
ベンチ、机その他一時的に滞留可能な什器を適切な位置に設ける

もの 
１ 

⑹ 植栽等による日影の創出など快適な滞留空間を創出するもの  

⑺ その他滞留空間を整備するもので、⑸又は⑹に準じるもの １ 

空地の演出 

⑻ 樹高が概ね 4ｍ以上の高木を複数種採用し適切に配置するもの １ 

⑼ 

緑化面積算定基準（平成 24 年 3 月 22 日京都市告示第 448 号）第

3 条に規定する緑化面積の算出方法により、当該空地の緑化面積

を算出した面積の合計が、当該空地の面積以上であるもの 

１ 

⑽ 
土、石、地被植物、水面その他自然素材により当該空地を形成す

るもの 
１ 

⑾ 
その他舗装又は植栽の整備により滞留空間の良好な景観を形成す

るもので、⑻から⑾までに準じるもの 
１ 

機能保全性 ⑿ 緑地としての機能を保全するための付帯設備があるもの １ 

その他 ⒀ その他良好な緑地を創出するもので、前各号に準じるもの １ 
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表３－４－２ 

 
評価点数 

２以下 ３ ４ ５ ６以上 

評価 Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

５ アトリウム等屋内型公開空地 
⑴ 通路的空間 

通路的空間の評価は、表３－５－１の評価項目の欄に掲げる内容のうち、当該空地において該

当するものに応じ、それぞれ点数の欄に掲げる数値を合計した値を評価点数とし、表３－５－２

の評価点数の区分に応じた評価とする。 

 表３－５－１ 

評価分類 評価項目 点数 

歩行機能 

⑴ 
当該空地の入り口や行き先を示す標識を見やすい位置に設けるも

の 
１ 

⑵ 

植栽帯やベンチ、柵などを設けない専ら通行の用に供する部分の

幅員を 3メートル以上確保するものその他良好な歩行空間を創出

するもの 

１ 

⑶ 
その他歩行しやすい空地として整備するもので、⑴又は⑵に準じ

るもの 
１ 

滞留機能 

⑷ ベンチその他一時的に滞留可能な什器を適切な位置に設けるもの １ 

⑸ 
その他歩行空間を補助する滞留空間を整備するもので、前号に準

じるもの 
１ 

空地の演出 

⑹ 

当該空地に面して店舗又は展示スペースが設けられ、かつ、当該

空地から直接出入りが可能なものその他歩行空間を豊かに演出す

る施設を設けるもの 

１ 

⑺ 

当該空地とその他の部分との間には壁を設けない又はガラスその

他透過性及び視認性の高い材料を用いる等により、開放感のある

設えとするもの 

１ 

⑻ 当該空地に面して中庭や吹き抜けを設けるもの １ 

⑼ 
その他歩行空間の良好な意匠を形成するもので、⑹から⑻までに

準じるもの 
１ 

安全性及び

利便性 

⑽ 
道路から別の道路又は公園、広場、河川、通路その他の空地に接

続され通り抜けが可能なもの 
１ 

⑾ 夜間（深夜を除く。）においても一般に公開されるもの １ 

⑿ 
その他歩行者の安全及び利便に配慮し整備するもので、⑽又は⑾

に準じるもの 
１ 

その他 ⒀ 
その他良好な歩行空間を創出するもの又は付帯機能を有するもの

で、前各号に準じるもの 
１ 

表３－５－２ 

 
評価点数 

２以下 ３～４ ５ ６ ７以上 

評価 Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

⑵ 広場的空間 
広場的空間の評価は、表３－５－３の評価項目の欄に掲げる内容のうち、当該空地において該

当するものに応じ、それぞれ点数の欄に掲げる数値を合計した値を評価点数とし、表３－５－４

の評価点数の区分に応じた評価とする。 
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 表３－５－３ 

評価分類 評価項目 点数 

利用計画 

⑴ 
飲食、休憩、子供のあそび場、イベントなど、利用方法を想定

し、継続的に利用されるための運営計画を作成するもの 
１ 

⑵ 
時代の潮流に合う新しいライフスタイルを提案する利用計画で

あるもの 

１ 

 

滞留機能 

⑶ 
ベンチ、机その他一定時間滞留可能な什器を適切な位置に設け

るもの 
１ 

⑷ 植栽等により歩行空間と滞留空間を適切に分節するもの １ 

⑸ その他滞留空間を整備するもので、⑶又は⑷に準じるもの １ 

空地の演出 

⑹ 

当該空地に面して、店舗又は展示スペースが設けられ、かつ、

当該空地から直接出入りが可能なものその他滞留空間を豊かに

演出する施設を設けるもの 

１ 

⑺ 

当該空地とその他の部分との間には壁を設けない又はガラスそ

の他透過性及び視認性の高い材料を用いる等により、開放感の

ある設えとするもの 

１ 

⑻ 当該空地に面して中庭や吹き抜けを設けるもの １ 

⑼ 
その他滞留空間の良好な意匠を形成するもので、⑹から⑻まで

に準じるもの 
１ 

安全性及び

利便性 

⑽ 
道路から別の道路又は公園、広場、河川その他の空地に接続さ

れ通り抜けが可能なもの 
１ 

⑾ 夜間においても一般に公開されるもの １ 

⑿ 駅舎のコンコース、地下鉄の出入口等と有効に接続するもの １ 

⒀ 
その他利用者の安全及び利便に配慮し整備するもので、⑽から

⑿までに準じる物 
１ 

その他 ⒁ 
その他良好な滞留空間を創出するもの又は付帯機能を有するも

ので、前各号に準じるもの 
１ 

表３－５－４ 

 
評価点数 

２以下 ３ ４～５ ６ ７以上 

評価 Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

６ その他の空地 
  その他の公開空地又は公開空地に準ずる有効な空地の評価は、空地の利用形態により１から５ま

でに定める基準に準ずるものとする。 

 

第４ 施設特例制度に係る取組みの評価 
要領第７に定める施設特例制度により容積率を割増す取組み及び当該取組みによる容積率の割増

量は、次に定めるところによる。 

１ 脱炭素建築物の整備 
  要領第７ １に定める脱炭素建築物特例の適用は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ エネルギー消費性能の向上 
エネルギー消費性能の向上により割増しする容積率は、表４－１－１に掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ割増容積率の欄に掲げる値とする。 
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表４－１－１ 

建築物 割増容積率 

１ 

⑴ ｢ＺＥＢロードマップ検討委員会とりまとめ｣（平成 31 年 3

月 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課）にお

けるＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄの性能を有するもの 

⑵ その他エネルギー消費性能が前号と同等と認めるもの 

30％ 

２ 

⑴ ｢ＺＥＢロードマップ検討委員会とりまとめ｣（平成 27 年

12 月経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課）にお

けるＺＥＢ Ｒｅａｄｙ以上の性能を有するもの 

⑵ 集合住宅ＺＥＨロードマップにおけるＺＥＨ－Ｍ Ｒｅａ

ｄｙ以上の性能を有するもの 

⑶ その他エネルギー消費性能が⑴又は⑵と同等と認めるもの 

50％ 

⑵ 建築物への木材利用 
 ア 建築物への木材利用により割増しする容積率は、表４－１－２に掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ割増容積率の欄に掲げる値とする。 

 表４－１－２ 

建築物 割増容積率 

１ 

⑴ 基準階のうち１以上の階を木造とするもの 

⑵ 基準階の床面積に 0.2 を乗じて得た数値（以下「基準量」

という。）（単位 立方メートル）以上の量の木材を利用する

もの 

30％ 

２ 

⑴ 基準階のうち２以上の階を木造とするもの 

⑵ 基準量に２を乗じて得た数値（単位 立方メートル）以上

の量の木材を利用するもの 

50％ 

３ 全ての階を木造とするもの 100% 

イ 地域産木材を利用する建築物における表４－１－２の適用にあっては、当該建築物への木材

の利用量に、地域産木材の利用量を加えて得た数値を木材の利用量とみなすことができる。 

 

２ 高機能オフィスの整備 
  要領第７ ２に定める高機能オフィス特例の適用による割増容積率は、表４－２－１に掲げる建

築物の区分に応じ、その対象となる施設の用に供する部分の床面積の合計の敷地面積に対する割合

の範囲内において、それぞれ割増容積率の欄に掲げる値とする。 

  表４－２－１ 

建築物 割増容積率 

１ 

⑴ 事務所の用に供するもののうち次の要件を満たすもの 

ア 基準階の床面積が 1,000 平方メートル以上あること 

イ 基準階の天井高さが 2.7 メートル以上であること 

ウ スケルトンインフィル方式の採用等により執務室のレイ

アウトを容易に変更できること 

エ 高さ 100 ミリメートル以上のＯＡフロアを設ける等配線

の更新又は変更が容易に行える設備空間を有するもの 

オ 打合せスペース、会議室、リフレッシュスペース、ラウ

ンジその他労働環境を向上させる付帯機能を有するもの 

⑵ 延べ面積の２分の１以上を⑴アからオまでの要件を満たす

事務所の用に供するものその他⑴と同等の計画と認めるもの 

30％ 

２ 
⑴ １の項に該当し、かつ、表４－２－２に掲げる評価項目の

うち４以上の項目に適合するもの 
50％ 
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⑵ 延べ面積の 2分の 1以上を⑴アからオまでの要件を満たす

事務所の用に供するものその他⑴と同等の計画と認めるもの 

  備考１ リフレッシュスペースとは、仕事の合間に休憩、会話、飲食や仮眠がとれる場所その他

労働者の気分転換を目的に計画される場所とする。 

２ ラウンジとは、休憩又は待ち合せ、打合せなど多目的に利用されるスペースで、主に建

築物の共用部に設けられるものとする。 

３ 敷地の全部又は一部がオフィス・ラボ誘導地区に属するものについては、割増容積率の

欄において「30％」とあるのは「50％」と、「50％」とあるのは「100％」と読み替えるも

のとする。 

表４－２－２ 

評価分類 評価項目 

健康性・快適性 

⑴ システム天井の採用その他執務室のレイアウト変更に伴う設備機器の

変更が容易なもの 

⑵ 複数のテナントが利用できるラウンジ、リフレッシュルームその他労

働環境を向上させる付帯機能を有するもの 

⑶ 働く人だけでなく一般に利用できる飲食店、物販店舗若しくはコワー

キングスペース又は多目的に利用できるアトリウム等屋内型公開空地

（広場的空間）その他一般にも利用できる施設を併設するもの 

利便性 

⑷ ＯＡ機器用の電気容量が 50VA/㎡以上あるもの 

⑸ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 17 条第 3

項第 1号に定める基準に適合するもの 

安心安全性 

⑹ 備蓄倉庫を設け、かつ、非常用電源を 3日以上稼働可能とする自家発

電設備等その他災害時における電源を有するもの 

⑺ 免震構造若しくは制振構造を採用するもの又は稀に発生する地震によ

る力（令第 88条第 2項に定めるもの）の 1.5 倍の力に対して損傷を生

じない程度の構造耐力を有するもの 

⑻ 管理員の常駐、セキュリティゲートの設置その他防犯対策を行うもの 

 
３ 防災施設の整備 
⑴ 要領第７ ４に定める防災特例については、次のアからオまでに掲げる防災施設を有する建築

物に適用する。 

ア 一時滞在施設 

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度利用地区における「一時滞在施設によ

る割増容積率」の特例措置が定められた地区を除く区域について、大規模災害時における帰宅

困難者対策として設けられる一時滞在施設で、次の(ｱ)から( ｸ )までに掲げる要件を満たすもの 

(ｱ) 京都市と一時滞在施設に関する協定を締結し、一時滞在施設として指定を受けていること。 

(ｲ) 帰宅困難者が使用できる待機スペースは、原則として１空間当たり100平方メートル以上の

まとまりのある空間として屋内に設けること。 

(ｳ) 待機スペースは、合計100人以上を収容できるスペース（収容に必要な面積は、通路を含み

施設滞在者1人当たり概ね2平方メートルとして換算するものとする。）を確保すること。 

( ｴ ) 待機スペースから前面道路（前面道路に有効に接続する公開空地を含む。）までの避難経

路は、災害時における安全性の確保について配慮すること。 

( ｵ ) 施設滞在者が使用する便所と待機スペースとの動線計画について配慮すること。 

( ｶ ) 建築物に一時滞在施設の運営に必要な災害用備蓄倉庫を設置すること。 

( ｷ ) 一時滞在施設の運営に必要な照明設備、給排水設備、空調設備及び情報通信機器を維持す

るための電力（3日分）を賄う自家発電設備等を設置すること。 

( ｸ ) 一時滞在施設であることを示す表示板を敷地内に掲示すること。 

イ 地域防災拠点 

地域住民が災害時に利用する避難所及びその運営のための自家発電設備その他災害時に利用

する施設として整備するもの 
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 ウ 拠点備蓄倉庫 

指定避難所（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 49 条の 7の規定に基づき指定さ

れるものをいう。）において二次的に必要となる物資の保管、プッシュ型支援や流通在庫備蓄の

受入拠点、局所的な災害が発生した場合において迅速に物資を提供するための搬送拠点など、

物資を迅速に指定避難所へ配送するための拠点となる倉庫 

 エ 雨水貯留施設等 

雨水貯留施設、雨水浸透施設及びその機能に必要な建築設備で、災害時等において機能する

ための適切な規模、配置、構造等を有し、かつ、適切な管理がなされる又は管理が不要である

もの 

オ 消防水利 

消防水利不足地域（敷地周辺に、消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水

利が不足している地域をいう。）において貯水施設として設ける耐震性貯水槽で、次に掲げる基

準に適合するもの 

(ｱ) 敷地周辺の消防においても利用可能な規模、配置及び構造等を有するもの 

(イ) 適切な管理がなされる又は管理が不要であるもの 

⑵ ⑴アからウまでの施設の整備により割増しする容積率は、当該施設の用に供する部分の床面積

の合計の敷地面積に対する割合の範囲内（ウにおいては当該割合の２倍の範囲内）において、次

の表に掲げる基準容積率の区分に応じて、各欄に掲げる数値又は計算式により算出される数値以

下とする。 

基準容積率 
割増容積率の上限値 

一時滞在施設 地域防災拠点 拠点備蓄倉庫 

400%未満 1／8に基準容積率を乗じて得た数値 
1／4に基準容積率を

乗じて得た数値 

400%以上 50% 100% 

⑶ ⑴エ又はオの施設の整備により割増しする容積率は原則として 10％とし、設備の規模、配置、

構造及び敷地周辺の状況等により総合的に判断される数値とする。 

 
４ 地域施設等の整備 
⑴ 要領第７ ５に定める地域施設特例については、次のアからウまでに掲げる施設を有する建築

物に適用する。 

  ア 地域施設 

地域における集会場、文化的行事の祭具等の収蔵庫、地下鉄等の公共交通機関の施設（出入

口を含む。）、職住近接若しくは職住共存の生活を見据えたコワーキングスペース、サードプレ

イスとして地域住民の交流等を促す施設、多様な世代の生活を支え若しくは新たなライフスタ

イルを実現する良好なサービス施設その他市長が地域住民の生活環境の向上に寄与すると認め

るもの 

イ 文化施設 

一般の利用に供する劇場、映画館若しくは演芸場、図書館、演奏若しくはダンスの用に供す

るスタジオ、美術館若しくは博物館、美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しく

は工房若しくは当該物品を展示するための施設その他市長が文化芸術を継承、体験若しくは創

造することで、市民生活やまちづくりの取組の活性化に寄与すると認めるもの 

   ウ 拠点整備施設 

 地域中核拠点エリアにおける計画で、市長が地域の将来像の実現に寄与する又は地区の整備

方針に適合すると認めるもの 

⑵ 前号アからウまで施設の整備により割増しする容積率は、当該施設の用に供する部分の床面積

の合計の敷地面積に対する割合の範囲内において、表４－３－１に掲げる基準容積率の区分に応

じて、各欄に掲げる数値又は計算式により算出される数値以下とする。 

なお、地域施設等特例制度については、対象となる施設ごとに算定することができるものとす

る。 
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表４－３－１ 

基準容積率 割増容積率の上限値 

400%未満 1／8に基準容積率を乗じて得た数値 

400%以上 50％ 

５ 歴史的建造物の保全 
要領第７ ６に定める歴史的建造物保全特例については、計画敷地内において歴史的建造物の保

全を計画するものに適用し、当該特例により割増しする容積率は、原則として歴史的建造物の延べ

面積の敷地面積に対する割合以下とする。 

６ サテライトスペースの整備 
 要領第７ ７に定めるサテライトコネクト特例の適用要件は、次に定めるものとし、割増しする

容積率は 50％とする。 

⑴ 計画建築物が次のア及びイに該当すること。 

ア 敷地外に計画建築物の機能を向上させるサテライトスペースその他相関関係にある施設を有

するもの（以下「サテライトスペース等」という。） 

イ 表４－６－１の計画建築物の用途の区分に応じ、当該建築物のサテライトスペース等を連携

用途の欄に掲げる用途に供するもの 

表４－６－１ 

計画建築物 連携用途 

１ 高機能オフィス 

事務所のサテライトオフィスその他時代の潮流に合った働

き方の増進に資するもの 

事務所において製造、開発させる製品を展示する施設その

他これに類するもの 

事務所の会議室、応接室その他賓客の接遇の場として利用

するもの 

インキュベーション施設、コワーキングスペースその他計

画建築物とサテライトスペースの事業者が相互の業務発展

のために共用するもの 

２ ニーズ適合マンション 
キッズルーム、託児所その他子育てに関係する施設で、計

画建築物の居住者が利用するもの 

３ 
地域施設等を有する建築

物 

保育所等の遊戯室、図書館の分館その他地域施設等の用途

又はその附属施設として、当該施設の機能を向上させるも

の 

４ 
その他市街地環境の整備

改善に資するもの 
計画建築物の機能が向上すると認めるもの 

⑵ サテライトスペース等は、計画建築物の建築主が所有等をする歴史的建造物に設けるものであ

ること。 

 

第５ マンション建替型総合設計等において定める事項 
１ マンション建替型総合設計における住宅部分 
  要領第９ １⑵に規定する実施細目で定める施設は、住宅とみなす日常生活を支える施設として

次の各号に掲げるものとする。ただし、3階以上の部分及び⑶に掲げる部分の床面積の合計が 300

平方メートルを超える部分を除く。 

 ⑴ 保育所等 

 ⑵ 診療所 

⑶ 令第 130 条の 5の 2各号に掲げる用途に供するもので床面積が 150 平方メートル以内のもの 

 ⑷ 共同住宅又は前各号に附属するもの 

２ 長期優良住宅型総合設計における住宅部分 
 要領第６ １⑶表の備考２に規定する実施細目で定める長期優良住宅の用に供する部分の床面積

の合計は、次の各号に掲げる数値の和とする。 
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⑴ 認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の住戸（以下「長期優良住宅住戸」という。）の用に供

する専用部分の床面積の合計 

⑵ 共用部分のうち、専ら長期優良住宅住戸の利用のために供する部分（以下「住宅共用部分」と

いう。）の床面積の合計 

⑶ 長期優良住宅住戸及び住宅共用部分とその他の用に供する部分とで共用する部分の床面積の合

計を延べ面積で除して得た数値に、⑴と⑵にそれぞれ掲げる数値の和を乗じて得た数値 

 

第６ 特例施設等の一時使用 
１ 公共性の高い短期間利用 
  要領第１１ ４⑴に規定する公共性の高い短期間利用は次の各号に掲げる基準に適合する使用方

法とする。 

⑴ 同一の目的による使用期間が概ね１週間以内であること。 

⑵ 原則として、火気や危険物を使用しないこと。 

⑶ 公開空地を使用する場合は、前面道路と使用部分との間に２メートル以上の通路を確保するこ

と。ただし。前面道路に車道と適切に分離された歩道がある場合は、当該部分を含めて２メート

ル以上とすることが出来る。 

⑷ 使用方法は次のアからウまでのいずれかに該当すること。 

ア 地域における祭事その他誰もが無料で参加できるもの 

イ 献血、災害対応による一時使用その他社会貢献を目的とするもの 

ウ ア又はイに準ずる公共性があるもの 

２ 特例施設等の使用方針 
 特例施設等を定期的に使用しようとする（以下「定期使用」という。）場合は、要領第１１ ４⑵

に定める特例施設等の使用方針（以下「使用方針」という。）に次の各号に掲げる事項について定め

ること。 

⑴ 使用方法 使用方法及び当該使用方法の公共性についての見解 

⑵ 使用期間 使用期間又は使用頻度及び使用時間 

⑶ 使用場所 使用する特定施設等の部分 

⑷ 安全対策 使用方法ごとの交通上、安全上、防火上及び衛生上の配慮 

⑸ 管理体制 安全管理体制及び連絡体制 

⑹ その他使用方法により必要と認める事項 

３ 使用方針に係る留意事項 
   前項の規定に基づき使用方針を定める場合は、次の事項について留意すること。 

⑴ 使用方法 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第 7号）別表に定める活動を参考に、設置し

た特例施設等の趣旨を踏まえた使用方法に努めること。 

⑵ 使用期間 営利を伴う使用方法については、年間１８０日以内とすること。 

⑶ 使用場所 公開空地等の種別や特例施設の趣旨を勘案し、適切な場所に計画すること。 

⑷ 安全対策 特定施設等の利用者の安全対策に加え、建築物の利用者の安全及びに周辺環境を害

することが無いよう配慮すること。 

⑸ 管理体制 特定施設等の使用に係る責任者、安全対策の履行確認をする者、緊急時の連絡体制

などを整えること。 

４ 使用方針を定めた場合の定期報告等 
 前項の規定に基づき定めた使用方針に基づく定期使用については、要領第１１ ３⑴の規定によ

る特例施設等の維持管理状況の報告にあわせて、使用状況を報告すること。   

 


